
成
田
市
消
防
団
協
力
事
業
所
表
示
制
度

　

全
国
的
に
消
防
団
員
不
足
が
問
題
と

な
っ
て
お
り
、
本
市
に
お
い
て
も
団
員

の
確
保
が
年
々
困
難
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
消
防
団
員
の
確
保
に
つ
い

て
、
各
事
業
所
に
も
ご
協
力
を
い
た
だ

く「
成
田
市
消
防
団
協
力
事
業
所
表
示

制
度
」を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
協
力

事
業
所
に
は
、
消
防
団
協
力
事
業
所
表

示
証
を
交
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
表
示
マ
ー
ク
は
、
事
業
所
の

社
屋
な
ど
へ
の
掲
示
の
ほ
か
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
従
業
員
の
名
刺
な
ど
に
も
掲

載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
広
く
一
般

に「
消
防
団
協
力
事
業
所
」と
し
て
広
報

す
る
こ
と
が
で
き
、
事
業
所
の
社
会
貢

献
度
や
イ
メ
ー
ジ
の
ア
ッ
プ
を
図
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

平
成
19
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
さ
れ

た
離
婚
時
の
年
金
分
割
制
度（
合
意
分

割
）で
は
、
分
割
の
割
合
は
原
則
と
し
て

当
事
者
の
協
議
に
基
づ
く
合
意
に
よ
り

定
め
ら
れ
ま
す
。
一
方
、
合
意
が
で
き

な
い
と
き
に
は
、
当
事
者
か
ら
の
申
立

て
に
よ
り
、
家
庭
裁
判
所
に
お
け
る
審

判
手
続
や
調
停
手
続
な
ど
を
利
用
し
て

分
割
割
合
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�

審
判
手
続
で
は
、
家
事
裁
判
官
が
申

立
て
の
際
に
提
出
さ
れ
た
書
類
な

ど
に
基
づ
い
て
、
年
金
分
割
の
割

合
に
つ
い
て
判
断
し
ま
す

�
調
停
手
続
で
は
、
当
事
者
間
で
争
い

の
あ
る
年
金
分
割
の
割
合
に
つ
い

て
、
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
を
目

指
し
ま
す

　
な
お
、
離
婚
時
の
年
金
分
割
制
度
は
、

平
成
19
年
4
月
1
日
よ
り
前
に
離
婚
し

た
人
は
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

消
防
団
員
に
な
り
ま
せ
ん
か

　

市
消
防
団
で
は
、
消
防
団
員
を
募
集

し
て
い
ま
す
。大
地
震
な
ど
の
災
害
時
、

地
域
の
防
災
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
の
が
消

防
団
で
す
。
若
い
あ
な
た
の
力
を
消
防

団
員
と
し
て
発
揮
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
対
象
＝
市
内
に
住
ん
で
い
る
18
歳
以

上
の
人

●
入
団
後
の
待
遇

年
間
一
定
の
金
額
を
報
酬
と
し
て

支
給
し
ま
す（
災
害
や
訓
練
な
ど
に

出
場
し
た
と
き
は
別
に
手
当
を
支

給
、
5
年
以
上
勤
務
し
て
退
団
し
た

場
合
は
退
職
報
償
金
を
支
給
）

消
防
団
活
動
中
に
負
傷
し
た
と
き

は
、
公
務
災
害
と
し
て
補
償
し
ま
す

消
防
活
動
に
必
要
な
被
服
を
支
給

し
ま
す

職
務
に
お
い
て
功
労
・
功
績
が
あ
っ

た
と
き
は
表
彰
し
ま
す

成
田
市
消
防
団
協
力
事
業
所

表
示
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た

　

市
で
は「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」の
融
資

を
受
け
て
、
高
校
・
大
学
な
ど
に
入
学

す
る
人
ま
た
は
在
学
し
て
い
る
人
や
、

そ
の
親
族
を
対
象
に
在
学
期
間
中（
最

長
7
年
間
）の
利
子
の
半
額
を
補
給
し

ま
す
。

● 
利
子
補
給
条
件
＝
金
融
機
関
か
ら　

「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」の
融
資
を
受
け
、

次
の
2
つ
の
条
件
に
該
当
す
る
人

事
業
所
の
皆
さ
ん
へ

離
婚
時
の
年
金
分
割
制
度

合
意
で
き
な
い
と
き
は

家
裁
で
の
手
続
き
を

①
市
内
に
1
年
以
上
住
ん
で
い
る
人

②
市
税
を
完
納
し
て
い
る
人

● 

利
子
補
給
の
期
間
＝
交
付
決
定
さ
れ

た
月
か
ら
在
学
期
間（
留
年
し
た
年

数
は
除
く
）

● 

申
請
に
必
要
な
も
の
＝
返
済
予
定

表
、
住
民
票（
世
帯
全
員
が
記
入
さ

れ
た
も
の
）、
市
税
納
税
証
明
書
、

印
鑑
、
在
学
ま
た
は
入
学
を
証
明
で

き
る
も
の

　本年度の固定資産税・都市計画税の納期は
次のとおりです。

　固定資産税は、毎年1月1日現在における土
地・家屋・償却資産の所有者に、都市計画税
は、市街化区域内の土地・家屋の所有者に課
税されます。なお、家屋の新増築・建て替え・
取り壊し、名義の変更などがあった場合は、
資産税課へご連絡ください。
※くわしくは同課（☎20-1514）へ。

※ 

く
わ
し
く
は
千
葉
家
庭
裁
判
所

佐
倉
支
部︵
☎
0
4
3
︲
4
8
4

︲
1
2
1
5
︶
ま
た
は
裁
判
所

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト︵http://w

w
w
.

courts.go.jp/

︶へ
。

※ 

申
請
方
法
な
ど
、
く
わ
し
く
は

教
育
総
務
課︵
☎
20
︲
1
5
8
0
︶

へ
。

教
育
資
金
に
利
子
補
給

「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」を

 

受
け
て
い
る
人
に

固定資産税・都市計画税
納税はお早めに

第1期＝ 4月16日（月）～ 5月 1日（火）

第2期＝ 7月16日（月）～ 7月31日（火）

第3期＝12月16日（日）～12月28日（金）

第4期＝ 2月16日（土）～ 2月29日（金）

※ 

く
わ
し
く
は
消
防
本
部
総
務
課

︵
☎
20
︲
1
5
9
0
︶へ
。
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